
「介護付有料老人ホーム秋桜苑」利用料金表（1割負担） 

（令和 6年 4 月改正） 

1．ご契約者の要介護度と 

サービス利用料金 

要介護１ 

546円 

要介護２ 

614円 

要介護３ 

685円 

要介護４ 

750円 

要介護５ 

820円 

2．夜間看護体制加算Ⅱ   9円   9円   9円   9円   9円 

3．サービス提供体制強化加算   18円   18円   18円   18円   18円 

4．協力医療連携加算    （1月）   100円   100円   100円   100円   100円 

5．科学的介護推進体制加算 （1月） 40円 40円 40円 40円 40円 

6．生産性向上推進体制加算 （1月） 10円 10円 10円 10円 10円 

7．高齢者施設等感染対策向上加算  （1 月）   10円   10円   10円   10円   10円 

8．介護職員処遇改善加算  （1 月） 2,221円 2,482円 2,755円 3,004円 3,273円 

9．管 理 費 1,000円 

10．家 賃 1,000円 

11．光熱水費   400円 

12．食 費 1,200円 

13．寝具リース （衛生費込 1月）   2,475円 

1月（30日）の自己負担額合計 

(1＋2＋3＋9＋10＋11＋12)×30日 

＋4＋5＋6＋7＋8＋13 

130,046円 132,347円 134,750円 136,949円 139,318円 

《各加算の内訳》 

※ 夜間看護体制加算 

    緊急時による看護師へのオンコール体制加算 

※ サービス提供体制強化加算 

   介護職員のうち、介護福祉士の占める割合が 100分の 60以上 

※  協力医療機関連携加算 

    定期的な会議において入居者の健康状況、現病歴等の情報共有を行う 

※ 科学的介護推進体制加算（令和 3年 4月創設） 

    科学的に裏付けられた介護の実践と PDCA（計画→実行→評価→改善）を繰り返すことにより、サー

ビスの質向上や重度化防止を図る 

※ 生産性向上推進体制加算 

   委員会の開催や安全対策を講じた上で、見守り機器等のテクノロジーを 1つ以上導入し、生産性向上

ガイドラインの内容に基づいた業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行う 

※ 高齢者施設等感染対策向上加算 

   感染対策に係る一定の要件を満たす医療機関から、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等の実

地指導を受ける 

 ※介護職員処遇改善加算 

    サービス費用に係る自己負担額と夜間看護体制加算、サービス提供体制強化加算の合計額にサービス

加算率（12.8％）を乗じて算定 

 ※ 退院・退所時連携加算 

病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院（新設）からの入居、30日を超える病院、診療所へ

の入院後、再入居した場合に 30日を限度として算定 

 ※ 退居時情報提供加算 

    入居者が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点等の情報提供を行う。 

《その他必要となる費用》 

 ※ 医療機関を受診した場合の医療費自己負担分、オムツ代、理美容代 



「介護付有料老人ホーム秋桜苑」利用料金表（2割負担） 

（令和 6年 4 月改正） 

1．ご契約者の要介護度と 

サービス利用料金 

要介護１ 

1,092円 

要介護２ 

1,228円 

要介護３ 

1,370円 

要介護４ 

1,500円 

要介護５ 

1,640円 

2．夜間看護体制加算     18円   18円   18円   18円   18円 

3．サービス提供体制強化加算   36円   36円   36円   36円   36円 

4．協力医療連携加算    （1月） 200円 200円 200円 200円 200円 

5．科学的介護推進体制加算 （1月） 80円 80円 80円 80円 80円 

6．生産性向上推進体制加算 （1月） 20円 20円 20円 20円 20円 

7．高齢者施設等感染対策向上加算  （1 月） 20円 20円 20円 20円 20円 

8．介護職員処遇改善加算  （1 月） 4,442円 4,964円 5,509円 6,008円 6,546円 

9．管 理 費       1,000円 

10．家 賃         1,000円 

11．光熱水費         400円 

12．食 費  1,200円 

13．寝具リース （衛生費込 1月）  2,475円 

1月（30日）の自己負担額合計 

(1＋2＋3＋9＋10＋11＋12)×30日 

＋4＋5＋6＋7＋8＋13 

149,617円 154,209円 159,024円 163,423円 168,161円 

《各加算の内訳》 

※ 夜間看護体制加算 

    緊急時による看護師へのオンコール体制加算 

※ サービス提供体制強化加算 

   介護職員のうち、介護福祉士の占める割合が 100分の 60以上 

※  協力医療機関連携加算 

    定期的な会議において入居者の健康状況、現病歴等の情報共有を行う 

※ 科学的介護推進体制加算（令和 3年 4月創設） 

    科学的に裏付けられた介護の実践と PDCA（計画→実行→評価→改善）を繰り返すことにより、サー

ビスの質向上や重度化防止を図る 

※ 生産性向上推進体制加算 

   委員会の開催や安全対策を講じた上で、見守り機器等のテクノロジーを 1つ以上導入し、生産性向上

ガイドラインの内容に基づいた業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行う 

※ 高齢者施設等感染対策向上加算 

   感染対策に係る一定の要件を満たす医療機関から、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等の実

地指導を受ける 

 ※介護職員処遇改善加算 

    サービス費用に係る自己負担額と夜間看護体制加算、サービス提供体制強化加算の合計額にサービス

加算率（12.8％）を乗じて算定 

 ※ 退院・退所時連携加算 

病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院（新設）からの入居、30日を超える病院、診療所へ

の入院後、再入居した場合に 30日を限度として算定 

 ※ 退居時情報提供加算 

    入居者が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点等の情報提供を行う。 

《その他必要となる費用》 

 ※ 医療機関を受診した場合の医療費自己負担分、オムツ代、理美容代 



「介護付有料老人ホーム秋桜苑」利用料金表（3割負担） 

（令和 6年 4 月改正） 

1．ご契約者の要介護度と 

サービス利用料金 

要介護１ 

1,638円 

要介護２ 

1,842円 

要介護３ 

2,055円 

要介護４ 

2,250円 

要介護５ 

2,460円 

2．夜間看護体制加算   27円   27円   27円   27円   27円 

3． サービス提供体制強化加算   54円   54円   54円   54円   54円 

4．協力医療連携加算    （1月） 300円 300円 300円 300円 300円 

5．科学的介護推進体制加算 （1月） 120円 120円 120円 120円 120円 

6．生産性向上推進体制加算 （1月） 30円 30円 30円 30円 30円 

7．高齢者施設等感染対策向上加算  （1 月） 30円 30円 30円 30円 30円 

8．介護職員処遇改善加算  （1 月） 6,662円 7,446円 8,264円 9,012円 9,819円 

9．管 理 費 1,000円 

10．家 賃 1,000円 

11．光熱水費   400円 

12．食 費  1,200円 

13．寝具リース （衛生費込 1月）  2,475円 

1月（30日）の自己負担額合計 

(1＋2＋3＋9＋10＋11＋12)×30日 

＋4＋5＋6＋7＋8＋13 

169,187円 176,091円 183,299円 189,897円 197,004円 

《各加算の内訳》 

※ 夜間看護体制加算 

    緊急時による看護師へのオンコール体制加算 

※ サービス提供体制強化加算 

   介護職員のうち、介護福祉士の占める割合が 100分の 60以上 

※  協力医療機関連携加算 

    定期的な会議において入居者の健康状況、現病歴等の情報共有を行う 

※ 科学的介護推進体制加算（令和 3年 4月創設） 

    科学的に裏付けられた介護の実践と PDCA（計画→実行→評価→改善）を繰り返すことにより、サー

ビスの質向上や重度化防止を図る 

※ 生産性向上推進体制加算 

   委員会の開催や安全対策を講じた上で、見守り機器等のテクノロジーを 1つ以上導入し、生産性向上

ガイドラインの内容に基づいた業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行う 

※ 高齢者施設等感染対策向上加算 

   感染対策に係る一定の要件を満たす医療機関から、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等の実

地指導を受ける 

 ※介護職員処遇改善加算 

    サービス費用に係る自己負担額と夜間看護体制加算、サービス提供体制強化加算の合計額にサービス

加算率（12.8％）を乗じて算定 

 ※ 退院・退所時連携加算 

病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院（新設）からの入居、30日を超える病院、診療所へ

の入院後、再入居した場合に 30日を限度として算定 

 ※ 退居時情報提供加算 

    入居者が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点等の情報提供を行う。 

《その他必要となる費用》 

※  ※ 医療機関を受診した場合の医療費自己負担分、オムツ代、理美容代 




